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鶏の特徴
・ 鶏（牛、豚）の腸管は Campylobacter の最適増殖環境
・ 無症状で高濃度保菌 （10⁶–10⁸ CFU/g に達することもあり）
・ と畜・食鳥処理工程が「腸内容物リスク構造」食鳥処理は必然的に

内臓摘出（evisceration）工程を通過腸管破損⇒食鶏と体汚染
 ・ 牛・豚より個体が小さいスピードが速い自動化率が高いので

「ゼロトレランス」が成立しない
Campylobacter は短時間加熱、急速冷凍・・・実験的のみ、未普及

急速冷凍を事実上の必須対策・・・アイルランド、ノルウエー
許容レベルを決め、工程管理(プロセス基準)で定める

1.鶏肉消費が多い国ほど Campylobacter 食中毒が多い
(ヒトのカンピロバクター症の大部分は鶏肉に起因)

Vetchapitak T & Misawa N. ：Current Status of Campylobacter Food Poisoning in Japan. Food Safety, 
7(3), 61-73. (2019)
食品安全委員会：食品健康影響評価のためのリスクプロファイル
                                        ～ 鶏肉等における Campylobacter jejuni/coli ～
World Health Organization  — Campylobacter fact sheet.

日本の特徴：鳥刺し、とりわさを食べる習慣がある ⇒ リスク
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魚介類と食肉の消費量

国民一人あたりの消費量

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

kg

魚介類

牛肉

鶏肉

豚肉

年

2011
⇩

3



0

2

4

6

8

10

12

14

16

豚肉
鶏肉

牛肉

kg

Year

鶏肉、豚肉、牛肉の国民一人あたりの消費量

2012
⇩

⇧
BSE
2001

4



OECD reports: 2021

Kg/person

米国やアジア諸国では?

EU諸国では豚肉＞鶏肉＞牛肉
ハム・ソーセ－ジ等保存食文化が強い 5



２．日本の鶏肉流通の特徴

カット主体 ・経済効率 → 大型化/出荷日齢が長い
流通形態
・ むね肉・もも肉・ささみなどの部分肉流通が中心
・ 外食・加工向け需要が強い
結果
・ 歩留まり重視
・ 胸肉重量を確保するため出荷日齢はやや長め（約46～

49日齢） 体重2.8～3.0kg→中抜きと体は2.0～2.2kg

「部位販売＝大きい個体が有利」
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国／地域 出荷日齢 生体重 中抜きとたい
（概算）

日本 46–49日 2.8–3.0kg 2.0–2.2kg
米国 45–49日 2.9–3.2kg 2.2–2.3kg

EU（集約型） 35–42日 2.2–2.6kg 1.6–1.9kg
EU（動物福祉規格
/スローグロー
ワー）*

56日以上（56–81
日） 2.0–2.5kg 1.4–1.8kg

タイ 35–42日 2.0–2.4kg 1.6–1.7kg
フィリピン 34–38日 1.8–2.2kg 1.4–1.5kg
台湾 38–42日 2.2–2.6kg 1.5–1.9kg
シンガポール 40–44日 2.4–2.8kg 1.7–2.0kg
ブラジル
（輸出全体） 40–48日 2.6–3.0kg 1.8–2.2kg

*:Council Directiva 2007/43/EC：最低出荷日齢：56日以上、飼育密度低減、低成長系統使用、
規格により屋外飼育

各国の食鳥・食鳥肉の特徴
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ブロイラーは通常、飼育初期（～2–3週齢）には
Campylobacterが検出されないことが多いが、3週齢以降に
侵入・定着しやすく、いったん侵入すると短期間で群内に広
がる。そのため、飼育日数が長いほど、出荷時点で保菌群
となる確率が高くなる。

Jacobs-Reitsma W. F., van de Giessen A. W. Bolder, N. M. , Mulder R. W. A. W. :Epidemiology of 
Campylobacter spp. at Two Dutch Broiler Farms. : Epidemiology and Infection, 114(3), 413-
421(1995).
EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ):Scientific Opinion on Campylobacter in broiler meat 
production: control options and performance objectives and/or targets at different stages of the 
food chain.EFSA Journal.  9(4), 2105(2011).
Zhang X., Yin T., Du X., Yang W., Huang J., Jiao X.: Occurrence and genotypes of Campylobacter 
species in broilers during the rearing period. Avian Pathology. 46(2),215-223(2017)
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市販鶏肉か
らカンピロ
バクターが
分離

森田幸雄，小林光士：我が国の食肉・食鳥肉の衛生
状況，日獣会誌，69（11），695-701(2016)．
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３．南九州（鹿児島・宮崎）における鶏肉生食文化

１．鹿児島の鶏刺し・鶏肉生食鹿児島郷土料理史の中で「鶏刺し」「鶏のたたき」は 戦後
にはすでに定着していたとする文献が複数あり
・ 少なくとも 昭和20〜30年代には家庭・郷土料理として存在したと考えられる）

２．（多くは自宅で飼育した）卵を産み終えた鶏（廃鶏）や在来鶏・闘鶏を自宅処理し、
外はぎ方式で肉を採取
・ 表面を炙る（たたき）

↓
南九州の鶏刺しは多くの場合、ももやむね肉の外側を炙る「たたき形式」で提供され、内
部は生が主流。
「刺し」は“薄く切って生に近い状態で食べる料理”の総称→けして「完全な生」ではない。

とりわさは都市型（東京・大阪・福岡など）外食文化

・ 昭和後期以降

・ 居酒屋メニュー化、ささみ中心、わさび醤油、軽い湯通し。
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*S. Schwarzengroundは12検体、S. Infantis は3検体、S. Manhattanは1検体

*C. jejuniは3ﾑﾈ肉、2ﾓﾓ肉、1ｻｻﾐ、2ﾚﾊﾞｰより分離、C. jejuniとC. coｌiが同時に検出は1ﾓﾓ肉と1ﾚﾊﾞｰより分離
分離C. jejuniのPenner型はgB型が9検体、gCは1検体． C. coliは1ﾓﾓ肉.

市販鶏肉のカンピロバクター分離状況

市販鶏肉のサルモネラ分離状況

李榕真ら：市販鶏肉のカンピロバクター・サルモネラ汚染と衛生指標菌数との関連性．日食微誌，41，103–112（2024）．12



サルモネラ、カンピロバクター検出状況（2021）

検体番号 部位 サルモネラ　血清型
1 ムネ C. jejuni
20 ムネ S . Infantis
36 ムネ C. jejuni
40 ムネ S . Schwarzenground
48 ムネ S . Schwarzenground
64 ムネ C. jejuni
68 ムネ S . Schwarzenground
5 モモ S . Manhattan
47 モモ S . Schwarzenground C. coli
51 モモ C. jejuni C. coli
55 モモ S . Schwarzenground
63 モモ C. jejuni
71 モモ C. jejuni
10 ササミ S . Schwarzenground
18 ササミ C. jejuni
34 ササミ S . Schwarzenground
50 ササミ S . Schwarzenground

カンピロバクター種 検体番号 部位 サルモネラ　血清型
13 レバ－ S . Schwarzenground
17 レバ－ S . Infantis
41 レバ－ S . Schwarzenground
53 レバ－ S . Infantis C. jejuni C. coli
61 レバ－ S . Schwarzenground
65 レバ－ S . Schwarzenground C. jejuni
73 レバ－ C. jejuni

カンピロバクター種
鶏肉 鶏レバー

飼育農場・（飼育農場が搬入する食鳥処理
場）でサルモネラ・カンピロバクター保菌
の有無によって、製品である鶏肉のサルモ
ネラ・カンピロバクター汚染が異なる
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鶏肉および鶏レバーにおける衛生指標菌数
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カンピロバクターおよびサルモネラ

陽性・陰性検体と各衛生指標菌数との関連性
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検体菌名

Campylobacter Salmonella

検体数 + － 検出率(%)
リスク比
(95% CI)*

+ － 検出率(%)
リスク比
(95% CI)*

鶏肉(n=56)
生菌数

≧ 4.5 log cfu/g 26 3 23 11.5 0.69 3 23 11.5 0.49

< 4.5 log cfu/g 30 5 25 16.7 (0.18-2.62) 7 23 23.3 (0.14-1.72)

腸内細菌科菌群数
≧ 3 log cfu/g 35 5 30 14.3 1.00 6 29 17.1 0.90

＜ 3 log cfu/g 21 3 18 14.3 (0.27-3.76) 4 17 19.0 (0.29-2.82)

大腸菌群数
≧ 3 log cfu/g 33 5 28 15.2 1.16 5 28 15.2 0.70

＜ 3 log cfu/g 23 3 20 13.0 (0.31-4.39) 5 18 21.7 (0.23-2.14)

大腸菌数
≧ 1.5 log cfu/g 32 7 25 21.9 5.25 6 26 37.5 1.13

< 1.5 log cfu/g 24 1 23 4.2 (0.69-39.87) 4 20 33.3 (0.36-3.55)

鶏レバー(n=17)
生菌数

≧ 4 log cfu/g 7 2 5 28.6 2.86 5 2 71.4 7.14

< 4 log cfu/g 10 1 9 10 (0.32-25.72) 1 9 10 (1.05-48.6)

腸内細菌科菌群数
≧ 3 log cfu/g 6 2 4 33.3 3.67 5 1 83.3 9.17

＜ 3 log cfu/g 11 1 10 9.1 (0.41-32.59) 1 10 9.1 (1.37-61.45)

大腸菌群数
≧ 3 log cfu/g 6 2 4 33.3 3.67 5 1 83.3 9.17

＜ 3 log cfu/g 11 1 10 9.1 (0.41-32.59) 1 10 9.1 (1.37-61.45)

大腸菌数
≧ 2 log cfu/g 8 2 6 25 2.25 3 5 37.5 1.13

< 2 log cfu/g 9 1 8 11.1 (0.25-20.38) 3 6 33.3 0

* 95% Confidence Interval

カンピロバクターとサルモネラ陽性検体のリスク比と
95% 信頼区間(95% CI)値

16
鶏肉のカンピロバクター・サルモネラ汚染指標として衛生指標菌数は用いることはできない



考 察

17

• 衛生指標菌は，HACCP導入製造施設内の検
証で多用

• 鶏肉のカンピロバクター・サルモネラ汚染指
標として衛生指標菌数は用いることはできな
いことが判明
（唯一用いることができるのは鶏レバーのサ
ルモネラ検出）

• 鶏肉のカンピロバクター・サルモネラの汚染状
況を確認する
⇒高感度定量検出法が必要



細菌性食中毒（カンピロバクター）

1973年（昭和48年） 下痢症患者から初分離報告（Butzlerら,ベルギー）
1978年（昭和53年） 水系感染症で約2000人が発症：米国
1979年（昭和54年） 日本：保育園での集団下痢症例から初分離(伊藤ら)

1982年（昭和57年） カンピロバクター、ナグビブリオが食中毒菌として追加

食中毒件数第1位
2001年（平成13年）、2003年（平成15年）～2005年（平成17年）、
2007年（平成19年）～2009年（平成21年）、2011年（平成23年）
2014年（平成26年）、2017年（平成29年）

菌が変化している情報はない。
（特定の血清型による食中毒が増加しているわけではない）

牛肝臓の生食禁止
鳥刺し・鶏わさ → 鶏肉の生食禁止。鶏肉の取扱い注意！
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4．微生物軽減対策
1）腸切れ率を10％以下にする。
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４．微生物軽減対策
2）区分処理

20



検出の
有無

遺伝子型
検出の
有無

遺伝子型
検出の
有無

遺伝子型
検出の
有無

遺伝子型

5月14日 I － － 　 － 　 － 　

5月24日 II － － 　 － 　 － 　

III － － 　 － 　 － 　

Ⅳ － － 　 － 　 － 　

5月10日 V-1 － － 　 － 　 － 　

Ⅵ － － 　 － 　 － 　

Ⅶ-1 ＋ L,H ＋ L ＋ L - 　

7月26日 Ⅷ-1 － － 　 － 　 - 　

Ⅷ-2 ＋ C ＋ C ＋ C ＋ C

Ⅸ-1 ＋ I ＋ I ＋ I - 　

10月30日 Ⅹ － － 　 － 　 - 　

XI － － 　 － 　 - 　

XII-1 ＋ N ＋ N ＋ N - 　

5月31日 XII-2 ＋ D,N ＋ N ＋ N - 　

ⅩIII ＋ L ＋ L,N ＋ L,N - 　

10月16日 ⅩIV-1 ＋ K,M ＋ M ＋ M - 　

XIV-2 ＋ N ＋ B ＋ B - 　

IX-2 ＋ I ＋ I,N ＋ I,N - 　

7月10日 XV-1 ＋ A ＋ J ー 　 ＋ J

VII-2 ＋ E,F ＋ E,F ＋ E,F - 　

XVI － ＋ A,E ＋ A,E - 　

7月17日 XV-2 ＋ A, G ＋ A ＋ A - A

V-2 － ＋ G ― 　 ー 　

XVII ＋ B,E,J ＋ B,E ＋ B,E ＋ B

－：カンピロバクターが検出されず 　＋：カンピロバクターが検出

盲腸便
と体拭き取り

脱羽後 内臓摘出後 チラー通過後

搬入鶏がすべて
陰性

最初の搬入鶏が
陰性でその後陽
性鶏が搬入

搬入鶏がすべて
陽性

最初の搬入鶏が
陽性でその後陰
性鶏が搬入

条件 処理日 群名

区分によるカンピロバクター汚染の推移

藤田ら（2016）を一部改変

カンピロバクター保菌の無い鶏から処理すると、そのロットの鶏肉は汚染されない。し
かし、汚染鶏から処理すると、後に処理をした保菌の無い鶏も汚染される。 21



５．外部検証の分析
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1）鶏と体（6,064検体）
季節変動はない
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3）鶏と体（6,064検体）
一般生菌数の全体の平均値は3.91± 0.89 log CFU/㎠

[95パーセンタイル（平均値＋2標準偏差） 5.5 log CFU/㎠以下が適正な目安ではないか]
腸内細菌科群数の全体平均は2.55±0.94 log CFU/㎠

[95パーセンタイル（平均値＋2標準偏差） 4.0 log CFU/㎠以下が適正な目安ではないか]
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3.鶏と体（2,651検体）
季節変動はなし
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4）鶏と体（2,651検体）
Campylobacter jejuni菌数の全体の平均値は0.58± 0.97 log CFU/ｇ

[49検体（2.8％）は欧州で達成目標値とされる3.0 log CFU/gを超過]
 3.0 log CFU/g以下が適正目安ではないか
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肉用鶏の衛生水準の向上等に関する検討会（第２回）厚生労働省資料
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採取年ごとの陽性数、最大値、平均±標準偏差等
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2018年1月1日から、50検体調べて20検体までカンピロバクター陽性(<3 log cfu/g)なら合格
2020年1月1日から、50検体調べて15検体までカンピロバクター陽性(<3 log cfu/g)なら合格
2025年1月1日から、50検体調べて10検体までカンピロバクター陽性(<3 log cfu/g)なら合格

⇧
3 log cfu/g が最高許容菌数

EU規則 食鳥処理場のブロイラー

Campylobacter
・と体：工程衛生基準はn=50、c=10、m＝1,000 CFU/g

工程衛生基準は 工程が適切かどうかの判定基準
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EU規則 No.2073/2005 市販鶏肉

EU規則 食鳥処理場のブロイラーと七面鳥と体Commission Regulation (EC) No 2073/2005

Salmonella
・と体：工程衛生基準（Process Hygiene Criterion：PHC）はn=50、c=7）、対象はSalmonella spp.

工程衛生基準は 工程が適切かどうかの判定基準
・生鮮肉：食品安全基準は（Food Safety Criterion：FSC）はn=5、c=0）、対象はS. Enteritidis/S. 

Typhimurium
食品安全基準はその製品を市場に出せるか否かの基準
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感染に必要な菌量 10⁵–107 CFU 101～102 CFU
(SE・STは

10²–10³ CFU 程度)

項目 サルモネラ* カンピロバクター**

発症のしやすさ 摂取菌量 条件がそろわなくても
宿主側要因 発症
汚染食品条件

等がそろって発症

*WHO.:Risk assessments of Salmonella in eggs and broiler chickens.2002.

**EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ)：Scientific Opinion on Campylobacter in broiler 

meat production: control options and performance objectives and/or targets at different stages 

of the food chain, EFSA Journal, 9(4), https://doi.org/10.2903/j.efsa.2011.2105.

鶏肉にはサルモネラ・ カンピロバクター汚染があるのに、なぜカンピロバク
ター食中毒を発症するのか

34



まとめ
現状
・ 日本では鶏肉が一番多く消費
・ カンピロバクターは少量の菌で発症
・ 鳥刺し、鶏わさの食習慣
・ 流通形態がカット肉なので大型化

(出荷日齢が長い
→カンピロバクター保菌となる確率が高い)

・ 中抜き工程での腸切れのコントロールが無い
・ 鳥刺し・鶏わさを食する習慣がある
・ 鶏肉のカンピロバクター汚染指標として衛生

指標菌数は用いることはできない
・ 外部検証データが蓄積しつつある 35



カンピロバクター食中毒を減少させるには・・・
一般生菌数は5.5 log CFU/㎠以下が適正な目安
腸内細菌科菌群数は4.0 log CFU/㎠以下が適正
な目安
カンピロバクターはEUで達成目標値とされる3.0 log 
CFU/g以下が適正な目安

[腸切れ率(10％以内)をコントロールの目安]

カンピロバクター食中毒は、と畜処理の各工程で汚染
を減らし、喫食前の飲食店や消費者自からが「加熱す
ること・二次汚染を防止すること」で予防する。

36
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